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今後のし尿処理施設・
汚泥再生処理センターの在り方


͖た

֞
が͖

๕
Αし


ͻ͜

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 
廃棄物処理システム脱炭素係長

（現 京都市 環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課）

１．はじめに

し処理施設は、一般廃棄物であるし・
汚టの衛生処理を目的として、զが国独自
の技術開発によりত和25（1950）年頃から
普及してきた。し処理施設では、くみ取
りしの他に、浄化槽、みなし浄化槽、ू
མ排水施設、コϛュニティプラントなどから
排出される汚టがू約処理されており、生
活排水処理を結するうえで、ܽくことので
きない都市施設となっている。さらに、ฏ
成12（2000）年以降は、有機性廃棄物の
総合的な処理とリサイクルを行う汚ట再生
処理センターに発展して、今日にࢸっている。

現在、զが国の約２ઍ８ඦ万人がԿらか
の形でし処理施設・
汚ట再生処理センター
を利用しており、総人
口に対する割合は約
23％となっている。

しかし近年、し処
理を取りרく状況は、
大きな転機をܴえてい
る。既存のし処理施
設では、し等収ू量
の減少や浄化槽汚టࠞ
入率の増加による処理

効率の低下、処理設備の老朽化とそれに伴
う処理機能の低下、適正な整備運営に対す
るし処理財源の減少など、様ʑな問題点
を抱えている。一方で、施設の整備運営に
関する経済性の向上、環境保全対策の強化、
廃棄物系όイオマスの利活用推進、地球温
暖化防止対策への貢献などは、社会的な要
求事項となっている。

２．し尿処理施設の現状

多くのし処理施設では、公共下水道等
の整備に伴い、処理能力に比べ実際に処理
しているしや浄化槽汚టの量が年ʑ減少
してきている（ਤ̍）。また、浄化槽の整

図１　し尿処理状況の推移



特 集 災害時におけるトイレ・し尿の衛生処理
特
集

災害時におけるトイレ・し尿の衛生処理

特 集 災害時におけるトイレ・し尿の衛生処理
特
集

災害時におけるトイレ・し尿の衛生処理

5

NP2_特ू1�環境省 垣氏ʴ次号予告_3n　　ページ5

生活と環境　令和６年５月号

備に伴い、収ूされるくみ取りしが減少
し、浄化槽汚టの収ू割合が増加する向
となっている（表̍）。既存の処理施設では、
ൖ入量の減少や浄化槽汚టࠞ入率の増加に
伴う影響で、収ू物の性状がرബ化し、効
率的なし処理を行うことがࠔとなって
おり、低負荷への対応が必要となっている。

一般的なし処理施設の耐用年数につい

ては、過去の更新事例を参考とすれば、֓
ね20ʙ30年 程 度 と 考 え ら れ る。 令 和 ３

（2021）年度におけるし処理施設は870カ
所あるが（ਤ ù）、多くのし処理施設では、
一般的な耐用年数を超えてՔ動をܧ続して
おり、地震等自然災害による影響やಥ発的
なނ障・事ނの発生が懸念される状況と
なっている（ਤ ú）。処理設備の予防保全
を前提として、適正なし処理をܧ続する
ためには、経済的要因や社会的要因も考慮
した対処方法の検討がٸ務となっている
が、し処理を担う自治体のなかには、財
政がة機的状況に面しているとこΖもあ
る。し処理に係る公共サービスの質的安
定と効率化を図り、し処理事業の経済効
率を向上させることが社会的に求められて

図 2　 し尿処理施設の施設数の推移

表１　 くみ取りし尿と浄化槽汚泥の収集量（し尿処理施設）

図 3　 し尿処理施設・老朽化の現状
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いる。

３． し尿処理の広域化・
集約化について

前述のような状況のなか、し処理を取
りרく様ʑな状況に対応しつつ、適正なし
処理とリサイクルを推進し、住民や市町
村の負担をܰ減するためには、し処理の
広域化・ू約化が有効である。「廃棄物処
理基本方針」にも明記されているが、他の
市町村との連携等による広域的な処理は、
再生利用可能な一般廃棄物を広域的にूめ
ることにより再生利用がより容қになる場
合があり、加えて、地域全体での廃棄物処
理等の効率化を図るため、地域特性を踏ま
えて、地方公共団体及び民間事業者の連携
による༨能力の有効活用、施設間の連携
や他のインフラとの連携を含めた既存施設
の有効活用等を図ることが重要である。

環境省では、ฏ成22（2010）年３月に「し
処理広域化マニュΞル」を࡞成しており、
し処理広域化推進計画の策定手ॱ等につ
いて記ࡌしているので、活用いただきたい。

し処理施設の老朽化等における対策と
しては様ʑな方法があるが、特に、広域化・
ू約化を進めていく場合、次のことにཹҙ
する必要がある。
①関係者の協力体制の構築

広域ブロック内においては、構成市町村
等がし処理広域化に伴うメリットとデメ
リットを共有する。広域処理施設の設置や
ू約的なし処理について、住民の理解と
協力をಘるために、構成市町村等が連携し
て対応する。また、広域化の過期におけ
る市町村等の協力・連携（広域ブロックに
とらわれない）体制についても検討し、広
域化推進に向けた関係者の協力体制を構築
する。
②総合的な広域化施策の推進

し処理広域化の推進に当たっては、他

の一般廃棄物処理事業との施策の整合性を
図りつつ、総合的な؍点で広域化方策を検
討する。また、下水道等処理システムの活
用等、合理的かつ効率的な生活排水処理の
視点に立ち、その他の生活排水処理事業と
の連携も考慮する。
③効率的な収集運搬方法の検討

し処理広域化事業においては、広域処
理施設におけるू約的なし処理に伴っ
て、収ू運ൖにかかる時間やڑ離が増加し、
結果として収ू運ൖコストの増加も予想さ
れることから、大型༌ૹ車や中ܧ施設等の
導入・活用について検討を行い、収ू運ൖ
方法の効率化を図る。
④ 施設大型化に伴う
局地的な環境負荷への対応
し処理広域化事業では、広域処理施設

におけるू約的なし処理の結果として、
施設の大型化ू約化に伴う局地的な環境負
荷が生じることから、高度な環境負荷ܰ減
設備を設置し、環境保全対策の充実を図る。
また、収ू運ൖ車両のू中については、適
正な収ू運ൖ計画とൖ入計画を検討するこ
とで、時間的地理的ू中を؇和するととも
に、低公害対応車等の導入も検討する。

なお、ฏ成31（2019）年３月には、ক来
にわたり持続可能な適正処理を確保してい
くためには中長期的な視点で安定的・効率
的な廃棄物処理体制の在り方を検討する必
要があることを踏まえ、「持続可能な適正
処理の確保に向けたごみ処理の広域化及び
ごみ処理施設のू約化について」を発出し
た。さらに、環境省では、令和２（2020）
年６月に「広域化・ू約化に係る手引き」
を࡞成した。本手引きでは、広域化・ू約
化の推進にܨがるように、主体となる都道
府県及び管内市町村に向けて、この通知の
解説を行うとともに、広域化・ू約化を進
めるうえで参考となる情報を整理してい
る。また、し汚ట及び下水汚టのࠞম処
理の事例をࡌܝしている。
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4．し尿処理施設の長寿命化について

し処理施設・汚ట再生処理センターの
場合、์流水質基準の強化、ൖ入物の量及
び性状の大きな変化等への対応と設備置
の経年ྼ化を理༝に、ॡ工から20ʙ30年程
度で施設全体の更新が行われるέースが多
くなっている。一方、近年は生物ֶ的脱
素処理方ࣜ及び各種高度処理方ࣜによる技
術の確立によって、高度な性能の達成が可
能となっている。また、食性ガスによる
損ইを受けやすいとされる水槽コンクリー
トについても、防食被෴技術の向上により、
その耐用年数をできるだけ長く保持するた
めの対策が可能となっている。このような
状況から、し処理施設については、Ԇ໋
化対策の際に併せて新技術の導入により、
性能の向上を図ることや、日常の運転管理
と定期的な点検整備、基װ的設備の更新等
を適正かつ的確に実施することで設備機能
を保持し、施設をできるだけ長く維持活用
することが求められている。

զが国全体としても、ฏ成25（2013）年
11月に開࠵された「インフラ老朽化対策の
推進に関する関係省庁連བྷ会議」において、

「インフラ長ण໋化基本計画」が決定され、
廃棄物処理施設の計画的な長ण໋化の推進
についても、その必要性がますます高まっ
ている。

環境省でも、廃棄物処理施設の長ण໋化
を図り、そのライフサイクルコストを低減
することを通じ、効率的な更新整備や保全
管理を充実する「ストックマネジメント」
の導入をܧ続的に推進しており、「廃棄物
処理施設整備計画」においても、本手法の
導入を推進している。

し処理施設・汚ట再生処理センターの
長ण໋化については、ฏ成22（2010）年３
月に「廃棄物処理施設長ण໋化計画࡞成の
手引き」の初൛を発行し、その後、ฏ成27

（2015）年３月に改గした。これまでこの

手引きに基づき、多くのし処理施設・汚
ట再生処理センターについて、長ण໋化計
画・長ण໋化総合計画が策定され、施設の
適正な保全管理と長ण໋化が図られてきた
とこΖである。

また、廃棄物処理施設の長ण໋化を推進
するため、ฏ成22（2010）年度からごみম
٫施設及びし処理施設の基װ的設備改良
事業への交付金措置を新設し、Ԇ໋化計画
及び施設保全計画を策定することを交付要
件とした。その後、ฏ成28（2016）年度か
らは、廃棄物処理施設への先進的設備導入
推進等事業を導入し、既存廃棄物処理施設
に対する基װ的設備改良事業に対応できる
交付金メニューを充実させてきた。「廃棄
物処理施設長ण໋化総合計画࡞成の手引
き」は、令和３（2021）年３月に、過去10
年間に自治体によって策定された長ण໋化
計画・長ण໋化総合計画の内容や実施され
た基װ的設備改良事業の内容、特に長ण໋
化総合計画によるԆ໋化効果や費用情報等
をり込んだ改గを行った。

５．中長期シナリオ

令和２（2020）年10月、日本は「2050年
までに、զが国の温室効果ガス（()(）
の排出を全体としてθロにする、すなわち
2050年カーボンニュートラル（CN）、脱炭
素社会の実現を目指す」ことをએ言した。
この目標の達成のためには、各分野におけ
る()(排出実質θロの実現に向けた排出
削減策を検討していくことが必要であり、
廃棄物・資源循環分野においても、2050年
()(排出実質θロのための排出削減策の
検討を早ٸに進めていくことがෆ可ܽであ
る。

環境省は2050年に向けたক来見通しを試
算するとともに、今後の他分野との検討・
調整に向けたֻかりとするべく、令和３

（2021）年８月の中央環境審議会循環型社
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会部会において「廃棄物・資源循環分野に
おける2050年温室効果ガス排出実質θロに
向けた中長期シナリオ案」（以下、中長期
シナリオとする）を公表した。この中長期
シナリオでは、33�3FnFXaCMFの考え方に
基づく廃棄物の発生抑制、マテリΞル・έ
ϛカルリサイクル等による資源循環、化石
資源のόイオマス転換などの対策を実施強
度に応じて積み上げた４つのシナリオの
他、廃棄物・資源循環分野の()(排出量
を相ࡴする量のCC6S（ೋࢎ化炭素の回収、
利用、ஷཹ）導入を見込んだ「実質排出θ
ロシナリオ」、さらに廃棄物処理施設にお
けるCC6S量を最大限まで見込むことで廃
棄物・資源循環分野における実質排出マイ
ナスの可能性を示した「最大対策シナリオ」
を合わせ、合計６つのシナリオで試算を

行った。
中長期シナリオでは、重点対策領域とし

て、「ᶗ.資源循環を通じた素材ຖのライフ
サイクル全体の脱炭素化」、「ᶘ.地域の脱
炭素化に貢献する廃棄物処理システム構
築」、「ᶙ.廃棄物処理施設・車両等の脱炭
素化」の３つの対策の方向性を示している。
また、それぞれの方向性について()(排
出量が多い素材܈や、削減ポテンシャルが
大きいとࢥわれる処理方ࣜ等に着目し、領
域を整理している。し処理施設の脱炭素
化は、重点領域ᶙとして取り挙げられ、「実
質排出θロシナリオ」の想定条件では、新
設の施設では、生ごみと౷合処理し、೩料
θロ化に加えて電気も大෯削減を見込んで
いる。し処理施設においては、化石೩料
による汚టのס૩・ম٫の回避、生ごみと

図 4　 南筑後地域における地域資源の一体的メタン発酵と農業利用
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の౷合処理でのメタン発߬によるӷං利用
による省エネルギー化などの対策が想定さ
れる。しを生ごみとメタン発߬で౷合処
理し、消化ӷをӷං利用すれば、エネルギー
・源CO2排出量はܶ的に減少する。しى
浄化槽汚టと生ごみのメタン発߬での౷合
処理の先進事例は、ਤ ûのとおりである。

中長期シナリオにより、2050年において、
プラスチック資源循環の進展等により廃棄
物処理施設からの排ガス等のなかの炭素の
大半がόイオマスى源となり、廃棄物処理
施設でCC6Sを最大限実できれば、廃棄
物・資源循環分野の実質θロ、さらには実
質マイナスを実現できる可能性があること
が示ࠦされた。同時に、これまでの計画等
のԆ長線上の対策では、2050年までの廃棄
物・資源循環分野の脱炭素化のためにはෆ
十分であり、技術、制度面での対策のみな
らず、関係者が一ؙとなり、相当な野心を
持って取り組む必要があることが明らかと
なった。中長期シナリオの実現に向け廃棄
物・資源循環分野における脱炭素化への取
組みを自治体、事業者、関係省庁、そして
関係主体と連携して積極的に進めてまいり
たい。

６．災害対応について

近年、全国各地で自然災害がස発してお
り、これらの災害における対応を踏まえ、
災害廃棄物に対する事前の備えや、ඇ常災
害時においても適正かつ円・迅速に処理
を行うための措置を一推進する必要性が
改めて認識されている。本年１月１日には、
能登半島地震が発生し、復旧・復興に向け
た取組みが進められている。避所等に設
置したԾ設トイレについて、避所の状況
をきめࡉかく把握し、適なස度でし回
収を実施中である。被災によりՔ働ఀ止と
なっていたし処理施設のうち、能登町、
中能登町、Ӌࡠ市、ࣣඌ市の４つの処理施

設が復旧し、し処理を実施している。ま
た、όキュームカーの༌ૹ効率を向上すべ
く、ఀ止中の２施設（珠洲市、輪島市）の
受入れタンクを一時受入施設として活用す
る他、ࣣඌ市、穴水町内の下水処理場にお
いてしの受入れ処理を実施中である（令
和６（2024）年３月19日現在）。環境省と
しても、大に発生する災害廃棄物を令和
７（2025）年度末までに処理ྃするとい
う目標達成に向けて、経ݧ・知見を持つ職
員や、他の自治体職員のݣ・常ற等によ
る人的支援、技術支援を行うとともに、特
例的な財政支援を行うことにより、広域処
理も含めて処理が円・迅速に進むよう、
総力を挙げて被災自治体を支援してまいり
たい。また、浄化槽について、上水道の復
旧スέジュールを踏まえ、各住民のرؐؼ
望に対応した早期復旧を実現すべく、財政
支援・人的支援を行っていく。

７．おわりに

環境省では、し処理施設において、リ
ン回収システムの導入を検討する市町村の
担当者を対象に、リン回収に関する基本的
情報と、導入検討に必要な技術的事項を整
理して、検討手ॱや実施例がまとめられた
手引きとして、ฏ成25（2013）年３月に「し
・浄化槽汚టからのリン回収・利活用の
手引き」を࡞成し、公表している。さらに
は、今後の廃棄物処理システムにおける処
理・資源化技術の発展や、途上国への技術
支援に役立てるために、し・汚ట再生処
理に関する日本の制度・法令等の࢙的എܠ
と、処理・資源化の技術やシステムの変ભ
等を取りまとめ、し・汚ట再生処理シス
テムの今後の在り方について整理し、「し
処理技術・システムに関するΞーカイブ
ス࡞成業務報告書」ʬ上רʭʬ下רʭとして、
令和２（2020）年３月に公表している。

今後とも、先に述べたマニュΞルや手引
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きなどの活用により、各自治体が管理・所
管するし処理施設の広域的な処理・ू約
化、効率的な資源・エネルギー回収等がよ
り一進められることを期する。また、
施設の長ण໋化・Ԇ໋化等を含めた維持管
理や、老朽化した施設の適な更新・改良
等を推進し、地域単Ґで一般廃棄物処理シ
ステムの強ਟ性を確保しつつ、人口減少を
見ਾえ、ক来にかかるコストを可能な限り
抑制するよう計画的・合理的な施設整備、
建設・維持管理・解体に係るトータルコス
トのॖ減、更新需要のฏ準化等の一の推
進もおئいしたい。

し・浄化槽汚టなど廃棄物系όイオマ
スの利活用に当たっては、廃棄物としての
適正処理の前提の下、地域の実情に応じた
最適なシステムを構築することが望まれ
る。廃棄物処理施設は地域に分ࢄしたෆ可
ܽな機能を有しており、地域の創ҙ工夫次
第で、地域の資源循環・脱炭素化、エネル
ギーの地産地消、地域経済の循環やޏ用の
創出等、地方創生の拠点となることも十分
期できるものである。こうした؍点は、

し処理施設・汚ట再生処理センターによ
るόイオマス利活用の検討や導入に当たっ
ても、ますます重要になるものと考えられ
る。環境省は、地域の創ҙ工夫によってこ
うした取組みが一推進されるよう、今後
とも必要な支援にめていく。

ʲࢀ考ʳ
し処理広域化マニュΞル（ฏ成22年３月）
廃棄物処理施設長ण໋化総合計画࡞成の手引き
（し処理施設・汚ట再生処理センターฤ）（ฏ
成27年３月改గ൛）

し処理技術・システムに関するΞーカイブス
ʭ（令和２年３月）רʭʬ下ר成業務報告書ʬ上࡞

廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果
ガス排出実質θロに向けた中長期シナリオ案

（令和３年８月）
日本の廃棄物処理 令和３年度൛（令和５年３

月）
令和６年能登半島地震について（環境省ホーム

ページ）
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FaSUhRVakF_202401�JnEFY.hUNM
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